
令和８年度山口県職員ストレスチェック業務委託  

公募型プロポーザル応募要項 
 

１ 趣 旨 

  この要項は、山口県業務委託プロポーザル方式実施要領（平成２２年４月１日施行）

に基づき、「令和８年度山口県職員ストレスチェック業務」を委託する者を決定するため

の公募型プロポーザルについて、必要な事項を定める。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務の名称 

令和８年度山口県職員ストレスチェック業務 

（２）業務の内容 

別添「令和８年度山口県職員ストレスチェック業務委託仕様書」に示す内容のとお

り 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（４）対象者及び所属 

 本県に勤務する職員 約 4,700人 

 所属数 約 160箇所 

 （東京事務所、大阪事務所、小瀬川ダム管理事務所（広島県）を含む） 

 

３ 予算限度額 

  金３,０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 参加資格 

   この手続きに参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号のいずれ

かに該当する者でないこと。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当して一般競争入札又

は指名競争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支配人その

他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 

（３）県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに業務

の委託の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに

資格審査申請の時期及び方法等に関する告示（令和７年山口県告示第２１４号）に基

づく資格審査において、ストレスチェック（大分類：99（その他）、小分類：15（スト

レスチェック））について業務の委託の特Ａ又はＡの等級に格付けされている者である

こと。 

（４）この公告の日から令和８年４月２８日（火）までの間のいずれの日においても山口

県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停止を

受けていないこと。 

 



５ 企画提案手続等に関する事項 

（１）企画提案の方法 

参加資格を有し、企画提案を希望する事業者は、次に挙げる書類を各８部（正本１

部、副本７部）提出すること。 

なお、応募書類の作成に当たっては、各様式に記載している注意事項に留意して作

成すること。 

ア 企画提案書 

・Ａ４判片面使用とすること（縦横自由。枚数制限なし。） 

・基本コンセプト、事業の内容、管理運営体制、類似事業の実績等について、でき

る限り詳細に記載すること。 

イ 実績書 

・他の自治体等での同様な実績がある場合は実績が分かる書類を添付すること。 

ウ 業務実施体制表 

   ・業務を実施する体制を表や図などを用いて示すこと。 

エ 参考見積書（別紙様式２） 

   ・別紙様式２により項目ごとの内訳を記載すること。 

（２）参加表明書の提出方法及び提出期限 

プロポーザルに参加希望の場合は、別紙「参加表明書」に必要事項を記入し、以下

のとおり提出すること。 

提出期限  令和８年４月８日（水）午後３時（必着） 

提出方法  持参、郵送、ＦＡＸ又はメール 

 〒753-8501 山口県山口市滝町１－１ 

 山口県 総務部 給与厚生課 保険福利班 

 Fax：083-933-2089 E-mail：hoken-fukuri@pref.yamaguchi.lg.jp 

（３）企画提案書の提出方法及び提出期限 

 上記（１）に掲げる書類を、企画提案提出書（別紙様式１）とともに、以下のとお

り提出すること。 

提出期限  令和８年４月２８日（火）午後３時まで（必着） 

提出方法  持参、又は郵送 

 〒753-8501 山口県山口市滝町１－１ 

 山口県 総務部 給与厚生課 保健福利班 

（４）その他 

ア 書類作成などの提案に要する経費は応募者の負担とする。 

イ １つの法人について、複数の営業所等がこの手続きに参加することはできない。 

ウ 提出された書類の訂正、差し替えは、認めない。 

エ この要項に基づき提出された提案書類については、返却しない。 

オ 本契約は単価契約である。 

  カ この手続きに参加した者が山口県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参

加停止措置要領に基づく参加停止を受けることとなった場合は、審査の対象とせず、

又は契約の締結を行わないことがある。 
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６ 企画提案書等の審査及び結果の発表 

（１）審査方法 

審査は、下記（２）の審査基準により、令和８年度山口県職員ストレスチェック業

務審査委員会が行う。 

また、審査の参考とするため、次のとおりプレゼンテーションを実施し、詳細は、

参加表明書及び企画提案書を提出した者に別途通知する。 

ア 日 時  令和８年５月上旬 

イ 方 法  オンライン（WEB会議システム）により実施 

ウ その他  参加者が１者の場合も実施する。 

（２）審査基準 

審査項目及び配点は、別表「審査基準表」のとおりとし、審査において６０％を超

える合計点を得た者のうち、最も合計点の高い者を最優秀提案者として選定する。 

なお、採点基準は、次のとおりとする。 

［採点基準］ 

次の１０段階評価を参考に、配点に応じて採点する。 

・非常に優れている １０又は９ 

・優れている     ８又は７ 

・普通        ６又は５ 

・やや劣っている   ４又は３ 

・非常に劣っている  ２又は１ 

（３）審査結果の通知 

   審査結果は、応募者全員に対して、文書により通知する。 

（４）契約の締結 

    給与厚生課契約担当者は、最優秀提案者から見積書を徴し、予定価格の制限の範

囲内で契約を締結するものとする。 

最終提案者と委託業務の詳細な事項について協議を行い、随意契約により本業務

の手続きを行う。仕様の内容は、企画提案書の内容を基本とするが、最優秀提案者

と委託者との協議により最終的に決定する。 

 協議が整わなかった場合、若しくは最優秀提案者が契約を辞退した場合には、合

計点が次に高い提案者と協議を行うものとする。 

 また、企画提案の内容については、最優秀提案者の提案に拘束されるものではな

く、より事業の効果を上げるため、委託者との協議により適宜変更を求めることが

ある。 

 

７ 質疑と応答 

  この要項に関する質問がある場合は、「質問書」（別紙様式３）を令和８年４月８日（水）

午後３時までに、次の提出先にＦＡＸ又は電子メールにより提出すること。 

回答は、４月１３日（月）までに「参加表明書（別紙）」を提出した者全員に対して行

い、回答の内容は、本要項、仕様書を追記又は修正したものとして取り扱う。 

 

採点例 

評価「９」で配点２０点の場合 

 

２０点 × ９／１０ ＝ １８点 



なお、応募書類の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、

公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。 

 山口県 総務部 給与厚生課 保健福利班 

 Fax：083-933-2089 E-mail：hoken-fukuri@pref.yamaguchi.lg.jp 

 

８ 委託業者決定までの流れ 

  令和８年４月 ８日（水）  参加表明書の提出期限（午後３時） 

  令和８年４月２８日（火）  企画提案書の提出期限（午後３時） 

  令和８年５月上旬頃     プレゼンテーションの実施 

  令和８年５月中旬～下旬頃  委託者決定、業務委託開始 

 

９ 契約の解除 

契約締結後であっても、次の場合は契約を解除し委託事業者を変更することがある。 

（１）提案書など提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合 

（２）事業者に重大な瑕疵がある場合 

（３）業務執行の意思が認められない場合 

（４）業務遂行能力がないと認められる場合 

（５）その他、契約を継続するに耐えない事情がある場合 

 

10 問い合わせ 

山口県山口市滝町１－１ 

山口県 総務部 給与厚生課 保健福利班 担当：野澤 

電 話：０８３－９３３－２０７６（直通） 

ＦＡＸ：０８３－９３３－２０８９ 

E-mail：hoken-fukuri@pref.yamaguchi.lg.jp 
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別表「審査基準表」 

 

事 

業 

の 

内 

容 

事業の構成 ３０ 

・事業実施に際し、効果的であると期待される提案内容で

あること。 

・ストレスチェック項目（57 項目）は仕様を満たしている

こと。 

・職員が操作をするにあたって、問題のない提案内容であ

ること。 

・個人分析及び集団分析の手法は、適切に評価される内容

となっていること。 

・分析結果は、適切に個人及び所属にフィードバックされ

る内容となっていること。 

研修の 

実施 
１５ 

・研修受講者である管理監督者にとって効果的な提案内容

であること。 

・必要な講師を確保できているか、又は確保可能となって

いること。 

実効性 １０ 

・実施スケジュールは、計画的かつ実現可能なものとなっ

ていること。 

・取組みの手法は、実効的かつ具体的な内容となっている

こと。 

加点項目 １５ 

・創意工夫に基づき、独自に企画した提案内容であること。 

・提案内容で特に優れている点（セールスポイント等）があ

ること。 

合  計 １００  

 

 

審査項目 配点 審  査  事  項 

基本コンセプト １０ 
・提案内容が本事業の目的や基本的な考え方に適している

こと。 

管理運営体制等 １０ 

・事業を円滑に遂行できる体制となっていること。 

・研修運営全体が円滑に遂行できる体制となっているこ

と。 

類似事業の実績等 １０ 
・過去の同種の事業実績等からみて、確実に事業を遂行で

きる能力を有していると認められること。 


